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１.研究施設等廃棄物の概要

 わが国では、研究機関、大学、医療機関、民間企業等において、放射性同位元素や放射線発生装置、核燃料物質等
が使用され、多様な低レベル放射性廃棄物（以下「研究施設等廃棄物」という。）が発生

 これらの研究施設等廃棄物は、放射能濃度の低い廃棄物が多いが、一部放射能濃度の高い廃棄物も発生している。
現在、処分がなされず各事業者において長期間にわたり安全に保管されている状況にあり、近い将来、研究開発等に
支障を来す懸念が高まっている

 今後、使命を終えた施設の廃止措置が増加することが予想され、計画的な廃棄物の処理・処分が重要

研究炉 照射後試験施設 核融合実験装置(JT-60) がん検査装置

約2,400の事業所が存在
（研究所約350、大学約470、医療機関約1,260、民間企業約320)

原子炉の解体例（JPDRの例）

原子力施設の廃止措置

原子力施設及びRI使用施設、放射線発生装置の利用
放射性廃棄物の保管

200Lドラム缶

角型容器

遮へい容器

計画的な廃棄物の処理
処分対策が重要
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１.研究施設等廃棄物の概要



２.研究施設等廃棄物の埋設事業に関する経緯
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原子力機構法が平成20年に改正され、原子力機構が研究施設等廃棄物の埋設処分事業の実施主体として
位置付けられる

原子力機構は、文部科学大臣及び経済産業大臣が定めた「埋設処分業務の実施に関する基本方針」（平成
20年12月25日）に即して、「埋設処分業務の実施に関する計画」を策定（平成21年11月13日認可、その後3回
変更認可、以下、「実施計画」という。）

実施計画では、平成60年度までに発生が見込まれる60万本*1（200Lドラム缶換算）を対象に、ピット処分及び
トレンチ処分の埋設事業を第一期事業として計画

これらの埋設施設では、原子炉等規制法*2、放射線障害防止法*3、医療法、薬機法*4、臨床検査技師等法*5、
獣医療法から発生する低レベル放射性廃棄物を同じ埋設施設で合理的に埋設処分を行うことを計画

p.4

*1：ピット処分対象廃棄体22万本、トレンチ処分対象廃棄体38万本

管理棟・受変電設備等

受入検査
施設

用地面積：
約100ha

1,250 m

800 m

概念設計*における施設設計結果の概要

*:JAEA-Tech.2012-031

２.研究施設等廃棄物の埋設事業に関する経緯

*2:核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、*3:放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、*4:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、
*5:臨床検査技師等に関する法律

1 24

30

上部覆土

上部覆土

角形容器

200Lドラム缶

コンクリートピット埋設施設

トレンチ埋設施設（安定型）
●金属・コンクリート等廃棄物等の安定５品目を対象

トレンチ埋設施設（付加機能型）
●上記以外の廃棄物を対象

フレキシブ
ルコンテナ

地下水

地下水

側部及び底面遮水工
底部地下水集排水管

上面遮水工

浸出水底部集排水管



２．研究施設等廃棄物の埋設事業に関する経緯

p.5＊実施計画において、「立地基準及び立地手順の検討においては、外部有識者の意見を聴取するなど十分な客観性を確保する」こととしており、埋設施設設置に関する
技術的事項を審議・検討するために設置

＊



２．研究施設等廃棄物の埋設事業に関する経緯

第１期事業として

○埋設施設の立地活動
○埋設施設を立地する地点の選定後の初期建設期間は、各施設の設計・建設を
約８年と想定

○ 操業期間は約５０年と想定
○ 最終覆土（3年）後、約３００年の閉鎖後管理へ移行

初期建設期間

約8年

埋設処分 操業期間
（年平均約1万本の廃棄物を埋設処分）

約50年

最終覆土＊1

約3年

閉鎖後管理期間＊2

約300年

＊1； 覆土は埋設段階毎に行われる。この３年は全ての埋設を完了させるための最終的な覆土を指す。
＊2； 閉鎖後管理期間は、トレンチ処分で50年間、ピット処分で300年間と設定されている。

処分場設計・建設処分場設計・建設

―

 埋設事業の基本スケジュール
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埋設処分業務対象棄物の種類
原子力機構の業務で発生、及び外部から処分の委託を受けた
廃棄物
第一期事業として、平成60年度までに発生が見込まれる廃棄
物であって、コンクリートピット処分及びトレンチ処分できるもの
を対象
原子力機構は日本原燃(株)と協力して、廃棄物の種類によって
は一元的な処分の検討も含め、我が国全体として抜け落ちのな
い効率的な処分体制を構築

立地手順と立地基準
埋設施設の立地の選定に係る手順は、埋設事業の適切な運営が可
能と考えられる地点の属する地方自治体への協力要請方式、又は
基礎自治体（市区町村）の募集方式
埋設施設の立地の選定に係る基準は、「安全性」及び「環境保全」等
を適合性評価項目として、埋設施設を設置する地点として全てを満
足していることの確認を行う項目、「経済性・利便性」等を比較評価と
し、複数の候補地が考えられる場合に好ましさを比較するため、一定
規模の事業用地の確保の容易さ、廃棄体の輸送の利便性等につい
て確認する項目として定める
立地基準のうち、一部の基準の詳細を機構が別途定めて公開

国は原子力機構と一体となった立地活動に取り組むな
ど、積極的に機構を支援

埋設処分地の選定
立地の選定は透明性を確保し、公正な選定
実施計画において選定手順及び選定基準を明確化

資金計画の策定と適正な管理
総事業費を見積もり、資金計画を策定

必要な経費を計画的に措置し、独立した処分勘定で管理

埋設処分業務対象廃棄物の種類と量(施設規模)
原子力機構の廃棄物、及び機構以外の研究機関、大学、民間、医
療機関等の原子力利用により発生し、発生者から埋設処分の委託
を受けた廃棄物
施設規模：約60万本(200ℓドラム缶換算：機構分約39万本)

(このうち約4万本は物量変動への対応を考慮した余力)
・コンクリートピット処分 ：約22万本(機構分：約19万本)
・トレンチ処分 ：約38万本(機構分：約20万本)

上記以外に余裕深度処分対象廃棄体を約7万本と見込む

埋設処分業務の資金計画
埋設施設の概念設計による積算結果による建設費と操業費及びそ
の他事業費用を含めた総事業費を約2,029億円と算定(事業の進捗
に合わせ見直し)
埋設処分業務勘定で適切に管理し、独立して決算

実施計画（原子力機構策定）

(平成21年11月13日認可)
(平成24年3月28日変更認可)
(平成26年3月25日変更認可)
(平成28年3月25日変更認可)

基本方針
(文科大臣及び経産大臣決定)
(平成20年12月25日)

年度計画の策定と実施状況の評価 年度計画を作成し、各事業年度終了後に評価

２.研究施設等廃棄物の埋設事業に関する経緯
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 埋設処分業務の実施に関する計画の策定・変更経緯

２.研究施設等廃棄物の埋設事業に関する経緯

認可日
変更認可日

対象廃棄物量
施設規模

立地手順と基準 資金計画 主な改定内容

平成21年
11月13日

ピット処分 ：約20 万本
（機構分：約19万本）
トレンチ処分：約33 万本
（機構分：約24万本）

施設規模：約60万本*1

 埋設施設の概念設計を実施し、その結果等に基づいて得
られる技術的及び経済的な根拠等を踏まえ、立地基準及
び立地手順を策定・公表する

 個別の地点を対象にした活動は、公正な立地選定の観
点から、立地基準及び立地手順の策定後に着手

概念設計の結果に
基づき見直しを行
うまでは総費用を
暫定的に約2,000 
億円と設定

 新規策定・認可

平成24年
3月28日

ピット処分 ：約20 万本
（機構分：約19万本）
トレンチ処分：約33 万本
（機構分：約24万本）

施設規模：約60万本*1

 埋設施設の概念設計の結果等に基づいて得られる技術
的及び経済的な根拠等を踏まえるとともに、今後の原子力
を取り巻く社会情勢等も踏まえながら、国と一体となって立
地基準及び立地手順の策定作業を着実に進める

 個別の地点を対象にした活動は、公正な立地選定の観点
から、立地基準及び立地手順の策定後に着手

約2,002億円
 埋設施設の概念設計に基づ

く総費用の積算

平成26年
3月25日

ピット処分 ：約21万本
（機構分：約19万本）
トレンチ処分：約35万本
（機構分：約25万本）

施設規模：約60万本*1

 埋設施設の概念設計の結果等に基づいて得られる技術
的及び経済的な根拠等を踏まえるとともに、今後の原子力
を取り巻く社会情勢等も踏まえながら、国と一体となって立
地基準及び立地手順の策定作業を着実に進める

 個別の地点を対象にした活動は、公正な立地選定の観点
から、立地基準及び立地手順の策定後に着手

約2,029億円

 消費税率の変更（5%から
8%）に伴う総費用の変更

 対象廃棄体量の調査結果に
基づく廃棄体の見直し

平成28年
3月25日

ピット処分 ：約21 万本
（機構分：約19万本）
トレンチ処分：約35 万本
（機構分：約20万本）

施設規模：約60万本*1

 立地手順、立地基準を記載

 国と一体となって、原子力機構以外の発生者の協力も得
つつ、埋設施設の立地のために必要な活動に取り組む

約2,029億円

 立地手順と基準の策定

 量子科学技術研究開発機構
発足に伴う機構廃棄体量の
見直し

p.8*1：ピット処分対象廃棄体22万本、トレンチ処分対象廃棄体38万本



３．埋設処分業務の主要実施状況

①立地推進に向けた取り組み（立地手順及び立地基準の策定等）
立地基準及び手順を記載した実施計画の認可
原子力機構が定めることとした立地手順を策定

②基本設計に向けた技術的検討
埋設施設への廃棄体受入基準の検討
埋設施設の安全性についての検討
安全規制当局が進める埋設処分関連の安全規制の整備の進捗への対応

③輸送・処理への体系的な対応
(公社)日本アイソトープ協会、(公財)原子力バックエンド推進センターと、廃棄体製作や
廃棄体確認に係る情報交換

④事業に関する情報発信等

埋設処分業務にかかる情報発信（webサイト等）

p.9



①立地手順及び立地基準の策定等

埋設施設の立地の選定に係る手順は、埋設事業の適切な運営が可能と考えられる地点の属する地方自治体へ
の協力要請方式*（埋設施設を設置する地点の選定に係る基準を考慮して候補地を検討し、候補地の属する地方
自治体に申入れを行い、地方自治体の了解を得る）とし、協力要請方式による地点の選定の状況等を踏まえて、
必要に応じて埋設事業に関心を有する基礎自治体の募集も行う。

3

地方自治体の了解

原子力機構から
立地の申し入れ

4

国による適合性審査

21

・自治体及び地域住民へのきめ細かい情報発信
・既に原子力機構の施設に対して当該自治体との間で既存の手続
きの仕組みが存在する場合にはその規定に準じる

埋設事業に係る立地の申し入れまでの手順

協力要請による立
地の選定の状況等
を踏まえて実施

B. 募集方式

Ａ.協力要請方式
○埋設施設を設置する地点の選定に係る基準を考慮して候補地を検討

○必要に応じて埋設事業に関心を有する基礎自治体の募集

申入れを行った後、当該地方自治体
から要請を受けた場合、地域住民と
の意見交換会等の場を設置

*原子力機構と地方自治体との協議により、対象とする放射性廃棄物の量と
種類については柔軟に対応することも考慮

*第一期事業において埋設処分を行う量の見込みとして提示した全廃棄体が
埋設処分可能となるよう全体計画に留意

 「埋設処分業務の実施に関する計画」へ立地手順及び基準を記載して認可を取得（平成28年3月25日）

p.10



（１）安全性
「火山」、「津波」、「陥没」、「地滑り」、「洪水」、 「断層（活断層）」
・候補地が当該事象に関して安全確保上支障がないことを確認

（２）環境保全
「土地利用に係る規制・計画」、「文化財の保護」
・候補地の土地利用が限定的で取得が極めて困難でないことを確認

（３）その他
「事業用地面積」

・その詳細については原子力機構が別途定め、公開

一定規模の事業用地の確保の容易さ、廃棄体の輸送の利便性等を

考慮して評価し、埋設処分業務を円滑に実施できることを確認

・その詳細については、原子力機構が社会経済等の情勢を踏まえ

て別途定め、公開

埋設処分業務の実施に関する計画での埋設施設設置に係る立地選定の基準

比較評価項目

・適合性評価項目のうちの
事業用地面積
・比較評価項目

については、機構が別途
定める。

適合性評価項目

①立地手順及び立地基準の策定等

 立地基準の策定について
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埋設処分業務の実施に関する計画（以下、実施計画という。）において日本原子力研究開発機構が別途定
めるとされている評価項目について、以下のとおり定め公開した（平成28年6月13日）。

○適合性評価項目

候補地として必要な事業用地面積は、原則として地形及び埋設施設の配置を考慮するとともに、実施計画に
示した第一期事業の対象廃棄物を埋設処分できる広さとその他付属施設等を設置できる用地面積であるこ
とを一つの指標とする。ただし、地方自治体との協議により、対象とする放射性廃棄物の量と種類に応じた事
業用地面積となる場合には柔軟に用地面積を考慮する。

○比較評価項目
1)経済性・利便性(用地面積を除く)の観点から考慮すべき項目
経済性・利便性の観点から、「事業用地」、「輸送の利便性」、「事業の効率性」を考慮すべき項目とする。

「事業用地」については、当該事業の実施に必要な用地取得及び造成工事等に係る費用の額及び用地形状
の好ましさを評価する。

「輸送の利便性」については、利用可能な港湾または幹線道路からのアクセス等により廃棄体の輸送費用や
輸送回数が経済的に可能であるかの状況を評価する。

「事業の効率性」については、原子力機構の業務運営に係る費用対効果の観点から「候補地」の立地条件を
評価する。

2)社会的要件の観点から考慮すべき項目

「用地取得の容易性」については、土地利用の規制解除や地権者との交渉が円滑かつ迅速に進められる見
通しを評価する。

「地域社会の受容性」については、自然環境に与える影響の度合い、輸送経路の周辺社会や候補地の地域
社会の理解と協力の見通し等を評価する。

①立地手順及び立地基準の策定等

p.12



②基本設計に向けた技術的検討

埋設施設への廃棄体受入基準の検討

p.13

フレキシルブル
コンテナ



処分方法 廃棄体種類 発生施設種類

受入基準

廃棄体性能に関する基準
放射能に関
する基準

照合措置
(整理番
号及び標

識)

容器及び
固型化材
料の仕様

表面密
度限度

著しい破損
の有無

廃棄物と
の一体的
な充填

廃棄体の均
質性及び圧
縮強度

健全性
を損なう
物質

有害な
空げき

飛散防
止措置

最大放射能
濃度

L2ピット
又は

L3トレンチ

充填固化体
(ドラム缶又は角形容器
収納)

原子炉施設

〇 〇 〇 〇 〇 該当なし × △

該当なし

×*1
照射後試験施設

その他
(重複規制施設)

×*1均質・均一固化体
(ドラム缶)

原子炉施設

〇 〇 〇 〇 該当なし 〇 × △照射後試験施設

その他
(重複規制施設)

L3
トレンチ

コンクリート等廃棄物
(フレキシブルコンテナ
収納)

原子炉施設

〇 (コンクリート等廃棄物には上記基準は該当なし) 〇 ×*1照射後試験施設

その他
(重複規制施設)

〇：対応方法が確定している受入基準、△：立地が決まり次第、対応方法が確定できるよう検討を進めている受入基準、
×：対応方法が確定していない受入基準
*1：機構においては、一部の廃棄物中の放射能分析を実施し、廃棄体の放射能評価手法の検討を進めている。

②基本設計に向けた技術的検討

埋設施設への廃棄体受入基準の検討

p.14



②基本設計に向けた技術的検討

埋設施設への廃棄体受入基準の検討事例 －充填固化体の例(1/2)－

※1 JAEA-Technology 2016-001 研究施設等廃棄物浅地中処分施設における廃棄体の受入基準の設定；有害な空げきが残らないこと及び一体となるような充填

JAEA-Technology 2016-023 研究施設等廃棄物浅地中処分施設における廃棄体の受入基準の設定; 充填固化体の耐埋設荷重 p.15



②基本設計に向けた技術的検討

埋設施設への廃棄体受入基準の検討事例 －充填固化体の例(2/2)－

規則：核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
告示：核燃料物質等の第二種廃棄物埋設に関する措置等に係る技術的細目を定める告示
※1 JAEA-Technology 2016-001 研究施設等廃棄物浅地中処分施設における廃棄体の受入基準の設定；有害な空げきが残らないこと及び一体となるような充填 p.16



②基本設計に向けた技術的検討

 埋設施設の設備・構造検討の一環として、管理型処分場の遮水層構造に着目し、遮水シート及び
低透水性材料等の特性、多層構造の効果を検討し、遮水機能システムについて評価

 廃棄物の溶出を考慮できるツールを作成し、より現実的な評価を可能とする安全評価手法を整備

 不燃性固体廃棄物の充填固化体について、模擬廃棄体を準備し埋設した場合に受ける荷重の
実証試験を行い、廃棄体の技術基準である「耐埋設荷重」を検討

 不燃性固体廃棄物を充填固化体とするために、充填材の配合、流動性について試験し、廃棄体
の技術基準である「有害な空隙がない」、「一体となるような充填」ができる充填材の配合につい
て検討

 金属廃棄物への砂の充填性試験として，種々の加振条件での試験により砂の充填方法とその
課題について検討

 試験研究炉、照射後試験施設、核燃料物質使用施設等から発生する廃棄体中の放射能評価
手法の検討

【廃棄体要件の検討】

【放射能評価手法の検討】

【埋設施設の安全性についての検討】
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②基本設計に向けた技術的検討

 埋設処分に係る安全規制整備状況
法令 処分区分 廃棄物発生施設 整備・検討状況

原
子
炉
等
規
制
法

原子炉等規制法施行令
第一種埋設事業規則等

地層処分
再処理施設
MOX加工施設

第一種埋設事業規則は策定済
詳細な技術基準等は未整備

原子炉等規制法施行令
第二種埋設事業規則等

余裕深度
処分

原子炉施設、再処理施設、廃棄
物管理施設、MOX加工施設加

工施設、核燃料物質使用施設
（照射後試験施設等）、核燃料物
質使用施設（ウランのみ使用）

余裕度処分の安全確保策として第二種埋設事業規則の改定及び
詳細な技術基準等について原子力規制委員会で検討中

ピット処分
トレンチ処分

原子炉施設
再処理施設
廃棄物管理施設
MOX加工施設加工施設
核燃料物質使用施設
（照射後試験施設等）
核燃料物質使用施設
（ウランのみ使用）

放射性同位元素使用施設及び
放射線発生装置（放射線障害
防止法から廃棄を委託された
廃棄物）

整備済 原子炉施設

未整備

【原子力規制委員会で第二種埋設事業規則の対象廃棄
物となるよう検討中】
再処理施設
MOX加工施設
廃棄物管理施設
核燃料物質使用施設（照射後試験施設等）
放射線障害防止法から廃棄を委託された廃棄物

【今後検討】
加工施設、核燃料物質使用施設（ウラン使用）

放
射
線
障
害

防
止
法

放射線障害防止法施行令
放射線障害防止法規則等

ピット処分
トレンチ処分

放射性同位元素使用施設
放射線発生装置

放射線障害防止法規則は整備済であるが、管理期間終了後の線
量基準及び濃度上限値が未整備

原子炉等規制法へ廃棄を委託できる制度を障害防止法で整備
（H29.4）

医
療
法
等

関連規則等
トレンチ処分
を想定

医療施設
放射性医薬品製造施設
臨床検査施設
獣医療施設

未整備
厚生労働省「医療放射線の適正管理に関する検討会」等
において規制の合理化について検討中
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 安全規制当局が進める埋設処分関連の安全規制の整備の進捗への対応

原子炉等規制法及び放射線障害防止法等の重複規制廃棄物に
係る取り扱い

埋設する廃棄体が原子炉等規制法及び放射線障害防止法の重複規制を
受ける施設からの廃棄物の許可申請、安全評価の結果等の取り扱い方
について、合理的な安全規制を要望（平成28年12月15日第6放射性同位
元素使用施設等の規制に関する検討チームで説明）

平成29年4月に障害防止法が改正され、放射性同位元素等の廃棄に関
する特例として、放射線障害防止法の廃棄物を炉規法の廃棄の事業者
へ廃棄を委託することが可能となったところ

医療法等の廃棄物については、医療放射線の適正管理に関する検討会
において検討がなされているところ（平成29年4月より）

埋設対象廃棄物の許可区分の拡大

現行の第2種廃棄物埋設事業に再処理施設、加工施設、核燃料・核原
料使用施設、廃棄物管理施設等からの廃棄物が対象となるように拡大
を要望（平成28年10月27日第14回廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に
関する検討チームで説明）

 浅地中処分対象の研究施設等廃棄物の放射能インベントリは、
有意な期間において十分減衰しており、第二種廃棄物埋設事
業の規制が適用できると考えられる。

ピット処分対象廃棄物の
放射能インベントリ

1.E+03

1.E+04

1.E+05

1.E+06

1.E+07

1.E+08

1.E+09

1.E+10

1.E+11

1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 1.E+04 1.E+05 1.E+06 1.E+0

H-3 Pu-241

合計

C-14
Co-60

Cs-137

I-129

Pu-239

原安委10μ相当

放
射
能
濃
度
（
B

q/
t)

年

トレンチ処分対象廃棄物の
放射能インベントリ

合計

Co-60
H-3

Cs-137

C-14

Pu-241

I-129Pu-239

年

②基本設計に向けた技術的検討

放射線障害防止法 第三十三条の二（廃棄に係る特例）

許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者（核原料物質、核
燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百
六十六号。以下この条において「炉規法」という。）第五十一条の五
第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。）に
その廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性汚染物（これらの物
が当該廃棄事業者の工場又は事業所に搬入された場合に限る。）は
、この法律、炉規法その他の政令で定める法令の適用については、
核燃料物質（炉規法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以
下この条において同じ。）又は核燃料物質によって汚染された物とみ
なす。
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②基本設計に向けた技術的検討

 埋設処分関連の安全規制の整備状況

１．第二種埋設事業規則での処分対象廃棄物の拡大
第26回「廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム」（H29.10.3）において、原子力

規制庁から第二種廃棄物埋設の事業において取り扱うことができる放射性廃棄物の発生施設を
拡張（炉規法へ委託処分される特例RI廃棄物も含む）するため、必要な検討を行い、事業規則等
の改正を行う、との方針が示されたところであり、同検討チームで審議中

２．トレンチ埋設施設での廃棄体の処分等の技術基準の検討
第24回「廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム」（H29.7.24）において、原子力

規制庁から第二種廃棄物埋設事業規則等の改定骨子案として、ピット埋設施設の性能規定化、
廃棄体の性能規定化、及び廃棄体のトレンチ処分について示されたところであり、今後、1.と併せ
て事業規則等の改正が行われる見込み

３．濃度の低いウラン廃棄物処分についての制度化
第2回、第11回、第14回「廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム」

（H27.2.12、H28.1.25、H28.10.27）において、ウラン廃棄物処分の規制整備について要望

４．化学的有害物質を含む廃棄体の取り扱い
第26回「廃炉等に伴う放射性廃棄物の規制に関する検討チーム」（H29.10.3）において、原子力

機構での有害物への対応方針について説明
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処分場におけるウランの平均放射能濃度がIAEAにより示
された自然放射性物質のクリアランスレベルである1Bq/g
以下であれば、第二種廃棄物埋設事業において、放射性
物質の環境に及ぼす影響は事前に評価しなくてもよいレ
ベルと扱える

埋設施設の廃棄物層を一定の区画で区切り、区画毎の廃
棄物層のウランの総放射能が、1Bq/gから計算される上
限の放射能を超えないよう定置管理することで、ウラン
の平均放射能濃度1Bq/g以下を達成できる

 原子力学会の提言結果に加えて、
 超長期（例えば10,000年以降）における浅地中処分における状態

設定の不確実性を考慮して、保守的な「跡地居住シナリオ」を想定
した線量評価を実施し、
線量の評価結果が、
現存被ばくの参照レベル
（1～20mSv/y）、埋設処分
の線量拘束値（0.3mSv/y)
以下であることを評価

 （公財）原子力安全研究協会が主催する
有識者会合「ウラン廃棄物処分方策検
討会」でウラン廃棄物処分方策について
検討しており、機構もオブザーバー参加

 国際機関・諸外国の規制の考え方を整
理するとともに、ウランの特徴を考慮して
下記３ケースの検討方針を提示
・定量評価期間／定性評価期間を設定
・長期経過後の判断基準の重みを考慮
・子孫核種を考慮しない評価

 現在、上記方針の検討に資するため、地
表部の長期的な状態設定（シナリオ）の
検討及び例示的な被ばく線量評価を実
施中

 安全規制当局が進める埋設処分関連の安全規制の整備の進捗への対応
ウラン廃棄物の処分概念の構築に向けた長期安全評価の検討

②基本設計に向けた技術的検討
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③輸送・処理への体系的な対応

放射性廃棄物の廃棄体化処理を円滑に行い着実に埋設事業を進めていくため、研究施設等廃棄物連絡

協議会において、ＲＩ協会*1 、ＲＡＮＤＥＣ*2、原子力機構と埋設事業の進捗状況、技術的事項及び処理計画

について、定期的に情報交換・検討を継続

研究施設等廃棄物連絡協議会
○埋設事業の円滑な推進のため、意見・情報交換を行う。

*1:公益社団法人日本アイソトープ協会
*2公益財団法人原子力バックエンド推進センター

RI協会 RANDEC 原子力機構

以下の項目について意見・情報交換を実施
・埋設事業の進捗状況
・研究施設等廃棄物に関する規制制度整備への対応
・各発生者の処理計画の情報交換
・その他技術的事項に関する情報交換
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④事業に関する情報発信等

（研究施設等廃棄物の埋設事業のホームページ）

・ウェブサイトを活用して積極的に情報を発信

■ 情報発信・一元的な相談
事業に関する
問い合わせの
サイト

埋設処分業務に関する計画（年度計画）及び各委

員会等に関する情報を発信

ウェブサイトに設置した問い合わせサイト等からの

ご相談・ご質問に対応

事業に関する情報の発信

平成21年12月開設後、アクセス数は平成29年11月

末現在 累積で約○○万PV（ページビュー）

（○○は11月末の数字を記載予定

：9月末で約26万PV）
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参考資料埋設施設への廃棄体受入基準
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